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1―はじめに

　新型コロナウイルスによる医療の逼迫

を受け、10月31日投開票の総選挙では各

党が医療提供体制の拡充を競って訴えた。

　ただ、医療資源は有限であり、無尽蔵に

増やせるわけではない。しかも、人口比で

見た日本のベッド数は世界一であり、世界

一の病床大国で医療が逼迫する構造的な

要因を探る必要がある。

　本稿では、①医療資源の集中が不徹
底、②医療機関の役割分担が不明確――
という2つの構造的な要因を挙げ、今後の

方向性を模索する。

2―医療資源の集中が不徹底

　医療資源の集中が不徹底な状況とし

て、平時から患者を十分に受け入れてい

ない急性期病床の存在を指摘できる。具

体的には、診療報酬の単価が高く設定さ

れている急性期の適用を受けているの

に、十分に患者を受け入れていない医療

機関が存在する点である。こうした病床は

業界で「何ちゃって急性期」と呼ばれてお

り、奈良県が可視化した。

　具体的には、各医療機関が各都道府

県に対して現状を報告する「病床機能報

告」に基づき、奈良県が2016年時点の病

床を集計したところ、急性期は6,977床

だった。ただ、これは医療機関の報告ベー

スであり、実態を伴っているとは限らな

い。そこで、奈良県は独自の判断に基づ

き、「50床当たり手術と救急入院が1日

2件以上かどうか」という目安で急性期

の実態を可視化し、クリアしている病床
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を「重症急性期」、目安に達していない病

床を「軽症急性期」という形で整理した。そ

の結果、重症急性期は4,300床にとどま

り、2,697床は目安をクリアしていなかっ

た。こうした病床がコロナ禍でどういう役

割を果たしているのか、実態は必ずしも明

らかになっていないが、急性期が薄く広く

存在している分、医療必要度の高いコロナ

患者の受け入れが難しくなっている可能

性がある。

　さらに、規模が小さい医療機関が林立し

ている点も見逃せない。2021年1月時点

における厚生労働省の集計によると、「急

性期病棟を有している」と報告している医

療機関のうち、自治体が運営する公立、日

赤などの公的等は7～8割で「受け入れ可

能」と答えたのに対し、民間は約2割にと

どまっていた。

　ただ、これは止むを得ない事情もあ

る。新型コロナウイルスへの対応では、密

度の濃い医療を提供する必要があるほ

か、陽性者と非陽性者を分けるゾーニング

が求められるため、一定規模以上の病床

が必要となる。

　そこで、先に触れた厚生労働省の資料を

基に、「急性期病棟を有している」と国に報

告している医療機関の規模を開設者別に

整理すると、200床未満の病院では公立

で48.9%、公的等で17.8%だが、民間は

82.6%に上り、小規模な医療機関の林立

が病床逼迫を生み出す一因となっている。

3―医療機関の役割分担が不明確

　第2に、医療機関の役割が不明確な点

を指摘できる。医療の機能は「プライマ

リ・ケア」と呼ばれる1次医療、高度な医

療を提供する2次医療、3次医療に区分さ

れ、それぞれの状態に応じて医療を提供

すれば、費用を最適化できる。新型コロナ

ウイルスへの対応でも、症状が改善した患

者を重症病床から転院させ、自宅・宿泊療

養中に悪化した患者を受け入れれば、病床

の逼迫は緩和される。

　ただ、日本の医療機関の役割分担は不

明確であり、医療機関同士の不十分な連

携が新型コロナウイルス対応で目詰まり

を起こす一因になっている。

4―おわりに～平時モードの改革を～

　今回、取り上げた2つの構造（①医療資
源の集中が不徹底、②医療機関の役割
分担が不明確）は平時モードの改革であ

る「地域医療構想」と共通している。

　例えば、①では急性期病床の統廃合・再
編が意識されていたし、②でも治癒した急
性期の患者を回復期に転院させ、さらに

在宅に移行させる医療機関同士の連携が

課題となっている。

　つまり、新型コロナウイルスは日本の医

療提供体制の構造的な問題を浮き彫りに

したと言える。その一方、新興感染症への

脆弱性も課題として顕在化した。このた

め、今後は有事に対応できるバッファーと

なる病床、人員を確保しつつ、平時モード

の改革である地域医療構想も進める必要

がある。
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